
平成２３年１２月１９日

関東東北産業保安監督部

ガス事業法並びに液化石油ガスの保安の確保及び
取引の適正化に関する法律における保安の確保に
ついて（厳重注意及び指示）

関東東北産業保安監督部（以下「当部」という。）は、日本瓦斯株式会社
が一般ガス事業者の供給する埼玉県内の集合住宅において、新たに液化石油
ガスによる供給を行う際に、一般ガス事業者（以下「ガス事業者」という。）
の承諾を得ずに無断でガス工作物の施設を変更したこと、並びにＬＰガス容
器の設置状況が液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
（以下、「液石法」という）に定める技術基準に適合していないことを確認
しました。
これは、保安の根幹にかかわる事態であり、ガス使用者の安全の確保にお

いて重大な問題であることから、本日、同社に対し厳重に注意し、原因究明
及び再発防止策の策定等を指示しました。

１．経 緯

（１）当部は、埼玉県内のガス事業者から、日本瓦斯株式会社がガス事業者の

供給する集合住宅においてガス事業者の承諾を得ずに無断でガス工作物の施

設を変更したこと、及びＬＰガス容器の設置状況が液石法第１６条の２に定

める技術基準に適合していないことを確認した旨、平成２３年９月１２日に

報告を受けました。

（２）これを受け、日本瓦斯株式会社に対して事実関係の確認を求めたところ、

同社から、「８月３１日に器具調整を行い、ガス事業者のガスメーター二次

側のプラグを利用して、２０㎏容器を風呂釜排気口脇の通路に設置し液化石

油ガスの供給を開始した」旨、９月１５日に報告を受けました。

（３）当部は、さらに同社に対して１１月７日付け部長名で「ガス工作物の施

設の変更に際しガス事業者の承諾の有無」及び「ＬＰガス容器設置に際して

液石法第１６条の２に定める技術基準の適合状況」について文書により報告

を求めました。

（４）これに対して同社より「ガス工作物の施設の変更に際しガス事業者の承

諾を得ていないこと、及び容器設置に際し技術基準（火気２ｍ）に適合して

いなかった。」との報告書が１１月１４日に提出されました。



２．当部の対応

同社は、過去に千葉県内でガス事業者が供給する需要家のガス工作物を当

該事業者の承諾を得ずに変更し、当部より注意を受け再発防止に取り組んで

いた中で同様の事例が再発したこと、また、過去に茨城県内でＬＰガス容器

の設置状況が液石法で定める技術基準に適合していない同様の事例が発生

し、全社員に対する保安教育の実施と再発防止に取り組む報告を当部に提出

していたにもかかわらず、再び同様の事実が同社において発生したことは、

保安の根幹にかかわる事態であり、誠に遺憾です。

当部は、本件がガス使用者の安全の確保において重大な問題であることと

判断し、同社に対し厳重注意文書の交付を行い、今般の事案が発生した原因

究明及びより一層の再発防止策の策定並びに今後１年間、再発防止策の実施

状況を報告するよう指示しました。引き続き、ガス供給に係る保安の確保が

適切に実施されるよう指導してまいります。
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